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１ 施行者となるための要件

原則２年間の期限を付して指定
（赤字団体は１年間）

都道府県：指定不要

市町村 ：財政上の必要等を考慮して総務大臣が指定
各競技法の規定

○ 申請に基づき６７団体を指定（14施行者）

今回指定団体

１年
指定

２年
指定

競 馬 ３４ ７ ２７

競 輪 ０ ０ ０

オート － － －

競 艇 ３３ ０ ３３

計 ６７ ７ ６０

２ 今回の指定（大臣告示）

その他の施行団体

令和２年度
施行団体計昨年度

２年指定

指定期限が制度化
される以前に指定を

受けた市町村
（指定不要）

都道府県
ｵｰﾄﾚｰｽ

(指定不要)

５ － １１ ５０

１２ ３７ ６ ５５

－ － ５ ５

２４ ４５ １ １０３

４１ ８２ ２３ ２１３

※指定に当たり、期限又は条件を付すことができる

※指定に当たっては、各競技の所管大臣（農水・経産・国交）と協議

※オートレースは、指定不要

公営競技の施行団体（市町村）の指定について

１



競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号） 抄

（趣旨）

第１条 この法律は、馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与するとともに、地方財政の改善を図るために行う競馬に関し規定するものとする。

（競馬の施行）

第１条の２ 日本中央競馬会又は都道府県は、この法律により、競馬を行うことができる。

２ 次の各号のいずれかに該当する市町村（特別区を含む。以下同じ。）で、その財政上の特別の必要を考慮して総務大臣が農林水産大臣と協議して指定するもの

（以下「指定市町村」という。）は、その指定のあつた日から、その特別の必要がやむ時期としてその指定に付した期限が到来する日までの間に限り、この法律によ

り、競馬を行うことができる。

一 著しく災害を受けた市町村

二 その区域内に地方競馬場が存在する市町村

３ 総務大臣は、前項の規定により市町村を指定しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

４ 第２項の規定による指定には、条件を付することができる。

５・６ 略

（根拠条文） 各公営競技法の関連規定

２

モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号） 抄

（趣旨）

第１条 この法律は、モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の改良及び輸出の振興並びにこれらの製造に関する事業及び海難防止に関する事

業その他の海事に関する事業の振興に寄与することにより海に囲まれた我が国の発展に資し、あわせて観光に関する事業及び体育事業その他の公益の増進を

目的とする事業の振興に資するとともに、地方財政の改善を図るために行うモーターボート競走に関し規定するものとする。

（競走の施行）

第２条 都道府県及び人口、財政等を考慮して総務大臣が指定する市町村（以下「施行者」という。）は、その議会の議決を経て、この法律の規定により、モーター

ボート競走（以下「競走」という。）を行うことができる。

２ 総務大臣は、必要があると認めるときは、前項の指定に期限又は条件を附することができる。

３ 総務大臣は、第１項の規定により指定された市町村が１年以上引き続き競走を行わなかつたとき、又はこれらの市町村について指定の理由がなくなつたと認める

ときは、その指定を取り消すことができる。

４ 総務大臣は、第１項の規定による指定をし、又は前項の規定による指定の取消しをしようとするときは、国土交通大臣に協議するとともに、地方財政審議会の意

見を聴かなければならない。

５ 略



（参考）小型自動車競走法（昭和二十五年法律第二百八号） 抄

（この法律の趣旨）

第１条 この法律は、小型自動車その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与す

るとともに、地方財政の健全化を図るために行う小型自動車競走に関し規定するものとする。

（小型自動車競走の施行）

第３条 都道府県並びに京都市、大阪市、横浜市、神戸市、名古屋市、都のすべての特別区の組織する組合及びその区域内に小型自動車競走場が存在する市町

村（以下「小型自動車競走施行者」という。）は、その議会の議決を経て、この法律により、小型自動車競走を行うことができる。

２ 略

（根拠条文） 各公営競技法の関連規定

３

（参考）自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号) 抄

（競輪の施行）

第１条 都道府県及び人口、財政等を勘案して総務大臣が指定する市町村（以下「指定市町村」という。）は、自転車その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業

の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与するとともに、地方財政の健全化を図るため、この法律により、自転車競走を行う

ことができる。

２ 総務大臣は、必要があると認めるときは、前項の規定により市町村を指定するに当たり、その指定に期限又は条件を付することができる。

３ 総務大臣は、指定市町村が１年以上引き続きこの法律による自転車競走（以下「競輪」という。）を開催しなかつたとき、又は指定市町村について指定の理由がな

くなつたと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

４ 総務大臣は、第１項の規定による指定をし、又は前項の規定による指定の取消しをしようとするときは、経済産業大臣に協議するとともに、地方財政審議会の意

見を聴かなければならない。

５ 略



※決算統計上は赤字となっているが、施設改善のための繰出金等によるものであるため、指定基準に基づき２年指定とする。

令和元年度末に指定期限を迎える団体の経営状況（競馬）

４

都道府県 団体名
単独・組合

の別
組合施行の場合の組合名

Ｈ３０決算統計データ（億円）
（組合施行の場合は組合全体のデータ） 前回

指定年数
今回

指定年数
今回

指定期限
売上高 実質収益 単年度収益

北海道 帯広市 単独 帯広市 244.3 ▲1.0 ▲1.7 １年 １年 令和３年３月31日

岩手県 盛岡市 組合 岩手県競馬組合 313.3 ▲332.1 ▲332.1 １年 １年 令和３年３月31日

奥州市 組合 １年 １年 令和３年３月31日

東京都 千代田区 組合 特別区競馬組合 1,356.5 364.4 66.8 ２年 ２年 令和４年３月31日

中央区 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

港区 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

新宿区 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

文京区 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

台東区 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

墨田区 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

江東区 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

品川区 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

目黒区 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

大田区 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

世田谷区 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

渋谷区 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

中野区 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

杉並区 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

豊島区 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

北区 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

荒川区 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

板橋区 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

練馬区 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

足立区 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

葛飾区 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

江戸川区 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

石川県 金沢市 単独 金沢市 27.2 0.3 0.0 ２年 ２年 令和４年３月31日

岐阜県 岐南町 組合 岐阜県地方競馬組合 235.2 ▲0.4 ▲1.1 １年 １年 令和３年３月31日

笠松町 組合 １年 １年 令和３年３月31日

愛知県 名古屋市 組合 愛知県競馬組合 350.6 ▲2.4 ▲2.6 １年 １年 令和３年３月31日

豊明市 組合 １年 １年 令和３年３月31日

兵庫県 姫路市 組合 兵庫県競馬組合 656.2 ▲20.1 ▲20.2 ２年 ２年 令和４年３月31日

尼崎市 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

高知県 高知市 組合 高知県競馬組合 431.0 0.8 ▲0.0 ２年 ２年 令和４年３月31日

・実質収益 ＝ 実質収支－繰入金＋繰出金 ・単年度収益 ＝ 実質収益－純繰越金

※

※

※



令和元年度末に指定期限を迎える団体の経営状況（競艇）

５

都道府県 団体名
単独・組合

の別
組合施行の場合の組合名

Ｈ３０決算統計データ（億円）
（組合施行の場合は組合全体のデータ） 前回

指定年数
今回

指定年数
今回

指定期限
売上高 実質収益 単年度収益

埼玉県 さいたま市 組合 埼玉県都市競艇組合 269.2 47.7 7.2 ２年 ２年 令和４年３月31日

飯能市 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

加須市 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

本庄市 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

東松山市 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

春日部市 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

狭山市 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

羽生市 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

鴻巣市 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

深谷市 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

上尾市 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

草加市 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

越谷市 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

入間市 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

朝霞市 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

東京都 八王子市 組合 東京都六市競艇事業組合 306.5 9.6 0.8 ２年 ２年 令和４年３月31日

武蔵野市 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

昭島市 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

調布市 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

町田市 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

小金井市 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

多摩市 組合 東京都三市収益事業組合 107.8 2.2 2.2 ２年 ２年 令和４年３月31日

稲城市 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

あきる野市 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

岡山県 総社市 組合 備南競艇事業組合 20.7 0.3 0.3 ２年 ２年 令和４年３月31日

浅口市 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

早島町 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

里庄町 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

徳島県 松茂町 組合 松茂町ほか二町競艇事業組合 55.4 0.1 0.0 ２年 ２年 令和４年３月31日

北島町 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

板野町 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

福岡県 行橋市 組合 中間市行橋市競艇組合 70.1 0.8 0.8 ２年 ２年 令和４年３月31日

中間市 組合 ２年 ２年 令和４年３月31日

・実質収益 ＝ 実質収支－繰入金＋繰出金 ・単年度収益 ＝ 実質収益－純繰越金


